
「部活動の地域展開」説明会　　

令和８年２月８日（日）
三条市役所栄庁舎 ホール



【説明の内容】

１　国の示す部活動改革スケジュール

２　三条市の地域展開スケジュールの概要

３　地域クラブの参加費・費用負担

４　適切な指導の実施体制確保のための指導者登録制度

５　参加申込について

６　種目ごとの方針、スケジュール



令和７年12月22日　文部科学省

国の示す部活動改革スケジュール



国の示す部活動改革スケジュール



休日の地域クラブ活動を
段階的・試行的に実施

（毎年３種目ずつ）

休日は地域クラブ活動（大会参加）
平日は原則部活動だが、

可能な地域クラブは試行的に実施

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

スポーツ
休日は地域クラブ活動（大会参加）

平日の地域クラブ活動を
段階的・試行的に実施

休日の部活動に地域指導者を派遣
地域クラブの在り方について検討

休日は地域クラブ活動（大会参加）
平日は原則部活動だが、

可能な地域クラブは試行的に実施

休日は地域クラブ活動（大会参加）

平日の地域クラブ活動を

段階的・試行的に実施

休日・平日とも
地域クラブ

活動

種目ごとに蓄積された経験値が違うため、すべての種目において時期をそろえることは難しい状況であることを御理解ください

三条市の地域展開スケジュール

改革推進期間 改革実行期間（前期） 改革実行期間（後期）中間評価

文化
（吹奏楽）

休日・平日とも
地域クラブ

活動

令和９年度以降、可能な限り、スポーツ種目とスケジュールを合わせられるよう努めます



地域クラブの参加費・費用負担

参加費の目安は、現時点で国から正式に示されていませんが、この資料をもとに示すことが予想されます

令和７年９月26日　部活動の地域展開・地域クラブ活動の推進等に関する調査研究協力者会議（第6回）資料



■参加費（月額）

地域クラブの参加費・費用負担（R８）

１回当たり５００円を目安とする月額

活動回数/月　　　　　月額参加費　

　１回　　　　　　　　　　　　　　５００円

　２回　　　　　　　　　　　　１，０００円

　３回　　　　　　　　　　　　１，５００円

　４回　　　　　　　　　　　　２，０００円

　※保険料（年額800円）は初月のみ別途徴収

◆その他実費負担（必要に応じて）

・ 各種大会・コンクール参加費、遠征費
・ チームジャージ、練習着等の購入費
・ 個人使用の消耗品
・ 種目の特性による消耗品の追加購入費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

令和９年度以降は、令和８年度の実績を踏まえ、改めて検討いたします。

【減免制度について】
経済的な理由により、活動への参加が困難な御家庭を支援する
ため、三条市独自の減免制度を設けます。

対象 就学援助受給世帯

月額参加費から月1,000円を上限として減免

※ 申請手続きの詳細は、別途御案内いたします。

内容

【中体連・県吹連主催大会 出場費補助制度について】

三条市立学校の児童生徒が上記大会に参加するために必要な経費を、市
が予算の範囲内において三条市中学校体育連盟に補助金を交付するもの

対象経費 ・大会参加費
・交通費
・宿泊費
・その他市長が適当と認めるもの

補 助 額
・全国大会、ブロック大会・・・補助対象経費の全額
・県大会、地区大会・・・補助対象経費の半額

クラブ活動費 クラブ運営費

　　指導者への謝礼金、保険料、消耗品費、
　　システム利用料　　など

 指導者研修費、振込手数料、   
 運営スタッフ人件費　　など

【参加費の用途】

参加費  公的負担（補助金を含む）



適切な指導の実施体制確保のための指導者登録制度

適切な指導の実施体制の確保

■地域クラブ活動において指導や指導補助、見
守り等を行う人材（以下「指導人材」という。）が、
暴力・暴言・ハラスメント、いじめ、無視等の行為
は、許されない行為であることを理解し、自らこ
うした行為を行わないとともに、参加生徒同士
のこうした行為も許さないことを誓約すること

■市（区町村）が定める研修を受講し、市（区町
村）に登録された指導人材が活動に携わること

部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン（令和7年12月）

　これまでも研修受講等を指導者の条件と

し、指導の質の向上に努めてきました。

　この度の国のガイドラインを受け、適切な

指導の実施体制構築のための指導者登録

制度を令和８年度中に整備します。





























【活動拠点】　吹奏楽部が現在設置されている学校（８校）を活動拠点とする。

　現在の市内中学校の部員数や楽器の運搬等を考慮し、学校単位
での地域クラブ活動を優先的に考えていく。

【スケジュール】

・令和９年９月以降、休日はすべて地域クラブ活動とする。

・令和９年９月以降、コンクール等は地域クラブで参加する。　　

・平日の活動は当面の間、部活動を継続する。

■各拠点の指導者の確保が喫緊の課題です。

■学校単位で、地域クラブとしての組織（指導者以外の代表者や会計担当など）づくりが必要となります。

■指導者がいない、参加者が少ないことなどにより、その学校が単独で地域クラブ活動ができない場合
は、近隣の地域クラブへの参加や合同化を調整します。



御清聴ありがとうございました


